
瀬戸市企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部を改正する

条例をここに公布する。 

平成２９年３月３１日  

瀬戸市長  伊 藤 保 德  

瀬戸市条例第１４号 

瀬戸市企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部を改

正する条例  

瀬戸市企業職員の給与の種類および基準に関する条例（昭和４２年瀬戸

市条例第１０号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

（給与の減額） （給与の減額） 

第１６条 ＜省略＞ 第１６条 ＜省略＞ 

２ 職員が部分休業（当該職員がその小学校又は

義務教育学校の前期課程就学の始期に達するま

での子（民法（明治２９年法律第８９号）第８

１７条の２第１項の規定により職員が当該職員

との間における同項に規定する特別養子縁組の

成立について家庭裁判所に請求した者（当該請

求に係る家事審判事件が裁判所に係属している

場合に限る。）であって、当該職員が現に監護

するもの、児童福祉法（昭和２２年法律第１６

４号）第２７条第１項第３号の規定により同法

第６条の４第２号に規定する養子縁組里親であ

る職員に委託されている児童及び瀬戸市職員の

育児休業に関する条例（平成４年瀬戸市条例第

４号）第２条の２に規定する者を含む。）を養

育するため１日の勤務時間の一部（２時間を超

えない範囲内の時間に限る。）を勤務しないこ

２ 職員が部分休業（当該職員がその小学校又は

義務教育学校の前期課程就学の始期に達するま

での子を養育するため１日の勤務時間の一部

（２時間を超えない範囲内の時間に限る。）を

勤務しないことをいう。）、修学部分休業（当

該職員が修学のため１週間の勤務時間の一部を

勤務しないことをいう。）又は介護休暇（当該

職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他

管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢によ

り管理者が指定する期間にわたり日常生活を営

むのに支障があるものの介護をするため、勤務

しないことが相当であると認められる場合にお

ける休暇をいう。）の承認を受けて勤務しない

場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務

しない１時間につき、勤務１時間当たりの給与

額を減額して給与を支給する。 



とをいう。）、修学部分休業（当該職員が修学

のため１週間の勤務時間の一部を勤務しないこ

とをいう。）又は介護休暇（当該職員が配偶

者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指

定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が

指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障

があるものの介護をするため、勤務しないこと

が相当であると認められる場合における休暇を

いう。）の承認を受けて勤務しない場合には、

前項の規定にかかわらず、その勤務しない１時

間につき、勤務１時間当たりの給与額を減額し

て給与を支給する。 

３ ＜省略＞ ３ ＜省略＞ 
  

附 則 

 （施行期日）  

１ この条例は、公布の日から施行する。  

 （経過措置）  

２ この条例の公布の日から同年３月３１日までの間は、第１６条第２項

中「第２号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童」

とあるのは、「第１項に規定する里親である職員に委託されている児童

のうち、当該職員が養子縁組によって養親となることを希望している

者」とする。  

 


